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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】健康福祉課・福祉係 

個人情報ファイルの名称 福祉タクシー事業原簿ファイル 

行政機関等の名称 白子町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
福祉タクシー事業におけるタクシー券の発行管理を行うため

利用する。 

記録項目 

1申請者の氏名、住所、続柄 

2対象者の氏名、性別、住所、生年月日、電話番号 

3申請区分に必要な事項（手帳所持、等級、障害名、高齢者等） 

4本人世帯員の住民登録及び町税等の収納状況 

記録範囲 白子町に住民登録があり申請区分と町税の納付がある者 

記録情報の収集方法 本人、住民税システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）白子町総務課 

（所在地）〒299-4292千葉県長生郡白子町関５０７４－2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】健康福祉課・介護保険係 

個人情報ファイルの名称 介護保険システムファイル 

行政機関等の名称 白子町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
介護保険の円滑な運営に資することを目的とし、介護保険に関

する事務を行うため利用する。 

記録項目 

1.被保険者の氏名、生年月日、年齢、住所、性別世帯構成員 

2.被保険者番号 

3.介護保険で必要な個人及び世帯の所得状況 

4.介護保険に関する書類の送付先及び届出年月日・届出者氏名 

・転出先住所・被保険者証交付状況 

5.ケアプラン作成届出状況の有無 

6.適用除外情報 

7.老齢福祉年金受給状況 

8.サービス利用に関しての減免・減額情報 

9.介護保険料の賦課状況 

10.年金からの保険料天引き（特別徴収）情報・個人で保険料

を納める（普通徴収）情報 

11.保険料収納状況 

12.保険料納付代納情報 

13.保険料滞納者情報 

14.個人保険料の算式 

15.保険料減免の事由及び減免額 

16.要介護・支援区分、認定日、有効期間などの認定情報 

17.訪問調査、主治医意見書の進捗状況 

18.在宅・施設利用の介護サービス給付実績情報、高額介護サ

ービス費情報 

19.償還申請の有無 

20.介護サービスの利用状況とそのサービス提供事業者 

21.サービス受給者情報 

記録範囲 
白子町に住民票がある者、町外の施設に入所し白子町で資格を

管理している者 

記録情報の収集方法 
職権調査による住民課・税務課などからの情報や本人から提出

される介護保険認定申請書など 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 千葉県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）白子町総務課 

（所在地）〒299-4292千葉県長生郡白子町関５０７４－２ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 
☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 



3 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】健康福祉課・健幸づくり係 

個人情報ファイルの名称 健康かるてファイル 

行政機関等の名称 白子町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
予防接種、各種健（検）診、母子保健等に関する事務を行うた

め利用する。 

記録項目 

１対象者基本情報（宛名番号、氏名、生年月日、性別、住所、

電話番号、世帯情報、国保資格状況等）、 

２予防接種実施情報（ワクチン種別、接種日、接種医療機関等）、

３各種健（検）診受診情報（受診日、実施機関、結果）、４妊

娠届出情報、５出生時状況、６新生児訪問状況 

記録範囲 予防接種対象者、各種健（検）診対象者、妊婦、乳幼児等 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム、医療機関、検診機関、本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 
株式会社タニタヘルスリンク、株式会社パーソンアンドパーソ

ンスタッフ千葉支社、夷隅長生臨床検査センター 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）白子町総務課 

（所在地）〒299－4292 千葉県長生郡白子町関５０７４番地の

２ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】健康福祉課・健幸づくり係 

個人情報ファイルの名称 健幸ポイント事業参加者名簿ファイル 

行政機関等の名称 白子町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 健幸ポイント事業に関する事務を行うため利用する。 

記録項目 

１歩数計連番、２宛名番号、３氏名、４生年月日、５性別、６

からだカルテＩＤ・パスワード、７住所、８電話番号、９参加

方法（歩数計、アプリ）、10登録年度 

記録範囲 健幸ポイント事業参加者 

記録情報の収集方法 本人、健康かるて（健康管理システム） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）白子町総務課 

（所在地）〒299－4292 千葉県長生郡白子町関５０７４番地の

２ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 


